
○ 資源管理計画で自主的にIQ的な数量管理の取組を記載した計画数は４５件。

・ 個人毎の数量管理の実施を記載した計画は、１３魚種２８件。

・ 地区毎・グループ毎の実施を記載した計画は、７魚種１７件。

○ この他に、ＴＡＣ協定に基づくものが、１２件。

漁業者団体が行う自主的な数量管理の取組事例
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ホッキガイ
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３ １９
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共同漁業権内

漁期前に指導所及び
漁業者が共同で資源
量調査を実施

左記を基準に、漁業者の協議会が
漁協全体の漁獲限度量を設定
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左記を基準に、北海道が海域全体
の許容漁獲量を設定(設定には漁
業者の協議会の意見を尊重)
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隠岐島
周辺海域

導入当初に県及び漁
業者が資源量調査を
実施

操業に関係する漁業者間で締結し
た、資源管理協定において設定
（経営状況等を勘案し、上限漁獲
量を設定）
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北海道
太平洋地区

スケソウダラ
（沖底）

１ １８
北海道

太平洋地区
我が国周辺水域にお
ける漁業資源評価

国が設定したＴＡＣ数量を基に、海
区別ＴＡＣ配分を基準に、漁業者団
体が設定

漁船ごと １漁期中

北部太平洋
海区

サバ類
（まき網）

１ ２６
北部太平洋

海区
我が国周辺水域にお
ける漁業資源評価

国が設定したＴＡＣ数量を基に、海
区別ＴＡＣ割当量から、漁業者団体
が四半期別の目標量を基準に設
定

漁船ごと １ヶ月毎
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